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令和８年度ライフプラン・動画等広報業務委託企画募集要項 
 
１ 募集の趣旨  

県では、若い世代が結婚、妊娠・出産、子育て、仕事に関する不安を軽減し、本
人の希望に沿ったライフイベントに積極的に対応できるよう必要な知識を得て、早
い段階から自らのライフプランについて考えるための情報を、動画コンテンツを通
じて効果的に発信こととしている。 

本事業では、ライフプランに関する既存動画の広報戦略の企画・実施及び配信運
用等を行う事業者を募集する。 

 
２ 委託業務の内容  
  別紙「令和８年度ライフプラン・動画等広報業務委託仕様書」のとおり  
 
３ 応募資格  
  次の要件を満たす団体とします。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない
者であること 

⑵ 暴力団等を構成員に含まない、また、暴力団等と取引がないこと  
⑶ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと 
⑷ 経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開

始の申立てがなされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく
再生手続開始の申立てがなされている者、破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基
づく破産手続開始の申立てがなされている者、会社法（平成 17 年法律第 86 号）
に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、銀行取引停止処分がなされて
いる者。ただし、鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。）に
ない者であること 

  
４ 委託者  
  鹿児島県 
 
５ 委託方法  

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定を適用し、企画提案方式によ
る随意契約とします。 
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６ 委託費  
２，３３２，０００円（上限額。消費税 10％を含む。） 

 
７ 委託期間  
  委託契約の日から令和９年３月５日（金）まで 

 
８ 企画提案について（１社あたり１案）  

⑴ 参加受付 
  企画提案への参加を希望する者は、参加表明書（様式２）を提出すること。 

 ア 提出先 
〒890-8577 
鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども政策課子ども政策推進係 
TEL：099-286-2800 

イ 提出方法 
参加表明書は電子メールにより提出し、送付後に電話で到達確認を行うこと。 
メール： ks-suishin@pref.kagoshima.lg.jp 

ウ 提出期限 
   令和 8 年 5 月 29 日(金) 午後 5 時まで(必着) 

 ⑵ 企画提案提出書類 
ア 提出先 

       〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 
    鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども政策課子ども政策推進係（県庁 4 階） 
    電話番号：099-286-2800 

イ 提出書類 
① 団体等に関する調書 
② 企画書(任意様式。Ａ４縦サイズで統一) 
  ※次を満たす内容にしてください。 

・ 企画の概要(各業務内容やタイムスケジュールなど) 
・ 周知・広報の方法 
・ 参考見積書 

⑶ 提出部数  
６部 

⑷ 提出期限 

mailto:ks-suishin@pref.kagoshima.lg.jp
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令和８年６月 12 日（金）午後５時まで（必着） 
⑸ 留意事項 

・ 提出期限を過ぎた場合は受付できません。 
・ 提出された企画書は、受託決定後も返却しません。 
・ 採用された企画案は、協議の上、内容変更を行う場合があります。 
・ 提出する企画書・作品の制作費用等は、事業者の負担とします。 
・ 参加資格のない者や提出書類に虚偽の記載をした者の提出した書類は無効と

します。 
・ 委託業務の遂行にあたり疑義が生じた場合またはこの仕様に定めのない事項 

については、県と十分協議を行うものとします。 
 
９ 選定方法  
  提出された応募書類により審査・選考を行い、受託者として１団体を決定します。 

 ⑴ スケジュール（予定） 
日程 内容 

 
 

５/11（月） 
 

企画募集、質問等受付開始（〜5/26(火)） 
※ 質問がある場合は、質問書（様式 1）にて 
 子ども政策推進係(ks-suishin@pref.kagoshima.lg.jp) 
 へ送付ください。 
※ 質問の回答は、質問者に対して電子メールで回答するとと

もに、県ホームページに掲載します。 
５/20（水） 質問等 回答【１回目】※５/18（月）までの受付分 

５/26（火） 質問等 受付締め切り 午後 5 時まで 
５/28（木） 質問等 回答【最 終】 
６/12（金） 企画書 提出締切り ※郵送の場合、必着 

          ※持込の場合、午後 5 時まで 
 

⑵ 選考 
企画応募 

6/12(金)〆 
→  書類審査 

 
→ 結果通知 

6/23(火)頃 
    

⑶ 審査基準 
別紙「令和８年度ライフプラン・動画等広報業務委託に係る企画選定基準・採

点表」のとおりとします。 

mailto:ks-suishin@pref.kagoshima.lg.jp
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10 委託上の留意事項  
⑴ 一括再委託の禁止 

事業を実施する際、全部を一括して第三者に委託することはできません。 
⑵ 財産取得の制限 

      本事業の委託費によって、備品等の財産を取得することは原則として認められ
ません。受託者がやむを得ず取得を必要とする場合は、委託者と協議するものと
します。 

⑶ 成果品の帰属 
本業務で得た事業の成果については、委託者に帰属するものとし、委託者の許

可なく第三者に貸与及び公表することはできません。 
11 契約の締結等  

⑴ 企画案採択後の協議 
  ア 企画提案書が採択された応募団体（以下「実施団体」という。）は、県と協

議の上、実施に向けた協議を改めて行います。 
    なお、協議の結果、提案内容の一部を変更する場合があります。 

イ 県と実施団体は、協議に基づき、業務委託契約に必要な仕様書を作成します。 
⑵ 見積書等の提出 

   事業費の見積書のほか、実施団体（共同事業体の場合は全ての構成団体）は、
以下の書類を県に提出します。 

  ア 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成 23 年９月 27
日付け生文第 197 号）の規定に基づく、「誓約書」及び「役員等名簿」 

  イ 県税の納税証明書 
⑶ 契約の締結 

   県と実施団体は、鹿児島県契約規則に基づき業務委託契約を締結します。 
⑷ 事業実績報告及び完了検査 

  ア 実施団体は、事業終了後、令和９年３月５日（金）までに事業実績報告書及
び収支決算書を県に提出します。（動画活用・配信結果を含む） 

  イ 県は、実施団体からアの書類を受理した後、速やかに完了検査を行います。 
⑸ 事業費の請求及び支払い 

  ア 実施団体は、完了検査に合格した後に、県に対して事業費を請求します。 
  イ 事業費は、原則として完了検査後に支払いますが、必要に応じて前金で支払

うこともできます。その場合は、その内容を業務委託契約書の中で定めること
とします。 

⑹ 会計帳簿類の保管 
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  ア 本事業の会計は、実施団体の他の経理と明確に区分するものとします。 
  イ 会計帳簿類（証拠書類を含む。）を、本事業の完了した年度の翌年度（令和

９年度）から５年間、県の求めに応じていつでも閲覧に供することができるよ
うに保管するものとします。 

⑺ 著作権等 
   業務委託の実施により取得した著作権は、原則として委託元である県に帰属す

るものとします。 
 
 

【提出先・お問合せ先】 
  〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1 
  鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども政策課子ども政策推進係 担当：徳重 
  電  話：０９９−２８６−２８００ 
  メール：ks-suishin@pref.kagoshima.lg.jp 
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